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協働のまちづくり推進計画の取組みに対する意見等について 

 

富里市協働のまちづくり推進委員会 

 

 第一期の協働のまちづくり推進委員会として委員任期（平成２３年３月２３日から

平成２５年３月２２日まで）が終了するにあたり，これまでの推進計画の進捗状況を

ふまえ，各委員の意見や感想を取りまとめたものは以下のとおりである。 

 

１ 環境づくり 

（１）市民活動ブースの設置についての意見 

 あくまで仮設として，場所・広さ・設備についてひとまず評価できる。 

 市民の目につきやすい場所，市民の出入りが多い場所が望まれる。また，市内に

複数ヶ所に設置するのが理想的。 

 

（２）（仮称）協働のまちづくり推進課の設置についての意見 

 市民に対する環境づくりは順調に行われているが，市役所内の環境づくりには疑問

がある。協働のまちづくり条例の精神からして，市民活動推進課は市民経済環境部

に所属させるべきではなく，できれば市長直属（協働のまちづくり推進本部長直属）

に位置させることが望ましいものと考える。それが不可能ならば総務部所属が望ま

しいものと考える。 

 協働のまちづくり条例の実行化に対する市の重要な姿勢を示すものとして高く評

価するが，庁内における存在感はまだ期待した程には感じられない。 

 人材育成や職員数の拡充が望まれる。 

 市の職員がまちづくり講座にも出席し，協働のまちづくりの取り組みを理解し，関

心を持ちだしたように思える。 

 一つのテーマを一つの課で行う縦割りではなく，関連する課全体で連携が図られる

よう，市民活動推進課が中核となる役割を担ってもらいたい。 

 

（３）（仮称）市民活動支援補助金の創設についての意見 

 利用件数，金額ともに２３年度よりも２４年度の方が減少しているため，なぜか

を研究し，制度を有効に活かすには改善策を講じなければならないと考える。制

度をより広く周知させる方法を考える必要もある。 

 協働のまちづくりは，市民から如何に多くの担い手を創出し，育成し，定着させ得

るかが大きなポイントであり，担い手拡大を目指さなければ真の力にはなり得ない。

補助金の活用を積極的に勧めながら育成を図るべきである。 

 応募の要件，申請書類，審査基準をもう少し簡素化し，応募し易い方向へもっていっ

たらどうか。 

 市民活動補助金の活用実績の評価を検討してみてはどうか。 

７ 
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 従来型と異なり，公益性のある，実動する市民活動へ支援する補助金の創設は評

価される。 

 補助金の財源については「ふるさと応援寄付金」の他，企業からの寄付について

も検討が必要ではないか。 

 

（４）市民活動サポートセンターの創設についての意見 

 サポートセンターは多世代が集まりやすい拠点となるよう，学校・ボランティア・

企業・自治会など様々な団体と行政との出会いの場（駅）になってほしい。 

 サポートセンターのコーディネーターが支援アドバイザーとなり，情報の提供，

団体運営の相談などでスムーズな活動ができる環境づくりが行われるとよい。 

 

（５）地域づくり協議会の検討についての意見 

 「新しいまちづくり」の精神を踏まえた行政と地域関係者間の密接な協議連携が

必要不可欠となる。 

 地域づくり協議会の単位として，各小学校区ごとに地域をまとめる組織を作るに

は，「区長会」との密接な連携・協働が必要と考える。区長会・自治会・子ども

会などそれぞれの活動が縦割りでなく連携できるように，小学校区の区長会が中

心となり，例えば小学校の教室の一部を「地域づくり教室」として利用するなど，

地域づくりを行なう人々が集えるようにできるとよい。 

 「区長会」への＜協働のまちづくり＞の理解促進が必要。 

 小学校区単位での「地域フォーラム」「市民活動発表会」の開催に連動させるこ

とが有効と考える。 

 小学校区単位で地域づくり協議会の必要性が生じると思う。今年度実施されてい

る第一小学校区をひとつのモデルとし，全ての小学校区で組織が設置されること

を望む。 

 

２ 担い手づくり 

（１）協働のまちづくり講座の開設ついての意見 

 平成２４年度試行計画は，参加状況や活動団体発表などから既に実施段階に入っ

たものとして，高く評価できる。 

 平成２５年度からは，「地域フォーラム」「協働スイカ塾」「地域づくり協議会」

「市民活動発表会」などと連動して総合的に捉えていくのが効果的と考える。 

 開催地の拡大，開催回数について発展させることが望まれる。 

 毎回分野を変え，実際にその分野で取り組んでいる人たちの発表の場があり，デ

ィスカッションにより多くの問題，それを解決する意見や提案も出され，自分た

ちが協働で解決できることの認識が図られたものと考える。 
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（３）（仮称）協働スイカ塾の開設についての意見 

 協働スイカ塾が人材の発掘や育成の場となることを望む。 

 

（４）協働人材バンクの創設 

 「協働人材バンク創設」計画を平成２７年度に修正してもよいと考える。 

 

（５）市民活動の実態調査についての意見 

 初期段階ではやむを得ないことだが，把握にはもうひとつ工夫と努力が求められ

る。市のＨＰで公開されている市民活動団体は、実際に存在する団体・組織のご

く一部でしかないことを認識しなければならない。 

 ホームページで公開される「市民活動団体」は性格区分すべき段階に来ている。

公益的活動と趣味の範囲に止まる活動の区分が正しく認識されていない傾向があ

るようだ。今後はより一層の周知をはからなければならない。 

 市民活動の実態を自治会・子ども会などから情報収集してはどうか。 

 市民活動団体との協働計画であるので，市民が情報を収集する活動に発展させる

必要がある。 

 「市民活動発表会」や「協働のまちづくり講座」発表者の拡大による情報発信，

「地域づくり協議会」の設立にも関連して，区長会との協働が望まれる。 

 

（６）市民活動保険の導入についての意見 

 この保険制度の導入は，まさに市民の＜協働＞の熟成と考える。 

 指導者及びスタッフに対しても市民活動保険は必要と思われる。 

 

（７）その他担い手づくり全般に関する意見 

 新たなる市民活動団体を発掘，育成することは非常に大事であると考える。 

 市民に対する啓蒙活動もほぼ順調と考える。 

 新規の市民活動団体に目を向けることと同時に，既存の団体に対する更なる協力

をあおぐことも必要と考える。 

 ロータリーやライオンズ，国際交流協会，商工会，福祉関係団体，教育関係団体，

体育協会，防犯や安全協会なども独立した市民活動団体であると考えるが，どの

ように位置づけしていくのか，考えるべきである。 

 協働のまちづくりでいつも思うことは，年配の方ばかりが参加している。如何に

若い人に興味をもってもらうかが重要である。 

 小中学校の社会教育の一環として「協働のまちづくり」の授業を年２，３時間実施

して，若い人に活動の意義を理解してもらうようにしてはどうか。 

 ボランティアの人材バンクを創設してはどうか。 

 ボランティア貯金（ボランティア活動に対しポイントを付与し，そのポイントを

交付金として交付する）制度については，近隣市でも実施しているところなので，
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実施の検討が必要。 

 

３ 情報の提供・共有 

（１）協働ＰＲリーフレットの作成についての意見 

 活動事例集が完成した時点で，事例を入れて市民に分かりやすい内容に改訂でき

ればと考える。 

 将来的には，市民の手で作成する方向が望まれる。 

 

（２）市広報紙及びホームページの充実についての意見 

 ホームページに協働のまちづくりに関する掲載が多くなってきたのは良い傾向と

評価する。 

 「広報とみさと」の掲載記事(協働コーナー)が好評。ネットをしない高齢者には

広報紙が最適で，＜協働＞専門号の発行も考慮してはどうか。 

 

（３）地域フォーラムの開催についての意見 

 今年度は根木名小学区で開催できたことは大変嬉しいことであった。これを弾み

として，他の学区の開催が積極的に行われることが望まれる。また，地域フォー

ラムのフォローアップ計画を検討する時期と考える。 

 全学区一巡した後は，開催形式をこれまでの「市・市民活動団体主催」から，こ

れに「学区」も含めた協働開催が望ましいと考える。 

 地域フォーラムは小学校区単位なので，地元の小学校での開催も検討されたい。

区長会との協働や開催地区においても１回限りではなく，テーマがあれば何回も

積み重ねていくことが望まれる。 

 小学校区単位での地域フォーラムの開催と地域づくり協議会との連動が有効。 

 

（４）とみさとの情報コーナーの創設についての意見 

 市役所正面玄関ホールにある現在のコーナーは訴求力に劣る。（仮称）市民活動

推サポートセンターの開設に合わせた検討が必要。 

 市役所内だけでなく，コミュニティセンター・ふれあいセンター・各地区区民館

などへの常設拡大を進める。 

 市民活動サポートセンターに集約するのも一法。 

 パンフレットなどを情報コーナーに備えることは，市民の目に触れるよい機会だ

と思う。 

 

（５）市民活動発表会の開催についての意見 

 初回開催の結果を十分に検証し，将来的には市の重要催事に位置づけされること

が望まれる。 

 市民活動フェスタで得た情報をサポートセンター開設時に使えるようにしたらど
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うか（活動事例集の作成）。 

 

（６）活動事例集の作成についての意見 

 まとめ，公表のしやすいような様式の検討。これまでに支援補助金を利用した団

体，協働のまちづくり講座の発表事例，その他主要な団体が出しているＰＲ紙面

などを参考にするのも良いと思う。 

 市民活動フェスタで得た情報をサポートセンター開設時に使えるようにしたらど

うか（活動事例集の作成）。 

 

（７）協働専用ホームページの開設 

 各方面の事例を研究されたい。 

 双方向性を持つ専用ホームページは、ソーシャルネットワークを持たせるのはも

ちろん，この取組みこそ市民参加がカギとなる。先例を持つ人からのアドバイス

をいただきながら，市内の情報発信コンテンツ所有の市民も巻き込んで富里独自

のネットワーク構築をすすめてほしい。 

 

（８）その他情報の提供・共有全般に関する意見 

 多くの事業が順調に推進されていると思う。 

 「協働」ということばを入れるだけで敬遠される。協働のまちづくりを理解し，

共有し合うことが大切。一人（自助）でできないものは地域（共助）で，地域で

できないものは行政（公助）でと言い続けていきたい。 

 市の主要団体を代表する人たちに情報の共有，連携の強化の気運を醸成してもら

えるような工夫をされたい。 

 事業に関わる「補助金」「サポセン」「地域づくり協議会」「まちづくり講座」「塾」

「地域フォーラム」「市民活動発表会」「各審議会」など全て単独に存在するもの

ではなく関わる人との連携こそがカギとなり財産となる。参加する人や情報をい

かに共有し連携できるか工夫が必要。 

 

４ 市政への参画 

（１）パブリックコメント制度の周知についての意見 

 パブリックコメントは市民の意見を聞く重要な制度であるが，意見書提出者は少

ないと感じられる。最も身近な自分の住むまちの施策に対する反応が少ないのは

問題であり，市民意識を高める努力を継続することが重要である。 

 パブリックコメントを実施するときは，可能な限り背景～経緯並びに解説を載せ

るなど，できるだけ市民に分かりやすく親しみやすいよう工夫すべきである。 

 意見募集から締切までの時間をもう少し長くすることが望ましい。 

 ホームページや広報とみさとの他にも多くの意見を吸い上げる手法を研究された

い。 
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 パブリックコメントを得るには，テーマの都度，説明会（市の提案・企画案）を

行い，出席者にアンケート形式でもよいから意見を出させるのがよいと考える。 

 「協働のまちづくり講座」や「まちづくり・ふれあいミーティング」などと連動

させてはどうか。 

 

（２）審議会等への公募委員による市民参画の推進についての意見 

 結果においては概ね良好と見ているが，何人の応募者から決定したのかなど分か

るように公表することが望ましい。 

 現行でよいと考えるが，定数を満たす工夫がほしい。女性の参画を望みたい。 

 

（３）市政への参画機会の拡充についての意見 

 市民モニターや，各種審議会・委員会に止まることなく，区長会を活用するなど

して広く一般市民の意見を引き出すような仕組みを検討することも一つの方法で

あると考える。 

 課題の解決にあたっては，企画・計画の段階から市民参加の門戸を開放すること

が望まれる。 

 「地域フォーラム」の開催が有用なテーマの発掘につながる。市民参画の機会を

作りやすい。 

 市政への更なる参画を促すためには，すべての課に対して要望や指導などのコミ

ュニケーションがスムーズに行われる組織にすべきである。 

 

（４）市民提案機会の拡充についての意見 

 まちづくりふれあいミーティングは絶好の機会にも関わらず参加者が少ないと感

じられる。周知方法や開催曜日・時間設定などに改善の余地はないか考えてみる

必要がある。また，市長が直接自治会に出向いて，地域の人と議論したらもっと

参加者が増え，若い人も参加すると思う。 

 

５ 市の体制 

（１）（仮称）協働のまちづくり推進課の設置についての意見（再掲） 

 

（２）市政への参画機会の拡充についての意見（再掲） 

 

（３）職員研修の実施についての意見 

 職員研修の実施回数を増やすことが望ましい。 

 「協働のまちづくり条例」の理解を深めるとともに，一つの事業に対して関連各

課がどのように連携して行動するか，実際の事例で研究するのがよいと思う。 

 推進本部が核となって，各課が迷うことなく連携・協働が図られるようにされたい。 
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（４）その他市の体制全般に関する意見 

 地方分権により，富里だけの制度ができるようになり，２５年度も市民協働がわ

かりやすいしくみづくりに協働で進めていきたい。 

 以前「地域担当職員制度」というのを聞いたことがあるが，各部に一人「協働の

まちづくり」担当の職員がいるとよい。 

 市職員研修は，市と市民の協働の要であると思う。 

 

６ 協働のまちづくり推進委員会に関する意見 

 協働のまちづくり条例で定められた推進委員会の所掌事務に具体的に取り組むこ

とが，条例の趣旨に沿うものと考える。 

 行政・市民の夫々が役割を確認し，実現に向かって責任を果たすことの検証こそ，

委員会の重責であると考える。 

 


